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意
見
書
３
件
可
決

意
　
　
見
　
　
書

　
平
成
29
年
に
新
た
な
水
産
基
本
計
画
が
策
定
さ
れ
、
平
成
30
年
に
は

政
府
が
水
産
改
革
の
方
針
を
決
定
す
る
と
と
も
に
、
必
要
な
法
整
備
等

を
速
や
か
に
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

本
改
革
は
、
水
産
資
源
の
適
切
な
管
理
と
水
産
業
の
成
長
産
業
化
を

両
立
さ
せ
、
漁
業
者
の
所
得
向
上
等
の
確
立
を
目
指
す
と
し
て
い
る
も

の
の
、
具
体
性
に
乏
し
く
根
拠
が
明
確
で
な
い
こ
と
な
ど
、
漁
業
者
、

関
係
者
は
危
機
感
を
募
ら
せ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

　

特
に
、
都
道
府
県
が
漁
業
権
を
付
与
す
る
際
の
優
先
順
位
の
法
定
制

の
廃
止
は
、
漁
業
社
会
の
混
乱
を
招
き
か
ね
な
い
憂
慮
す
べ
き
事
態
が

想
定
さ
れ
、
「
適
切
か
つ
有
効
に
活
用
し
て
い
る
場
合
」
に
お
け
る
既

存
の
漁
業
者
権
の
継
続
利
用
の
優
先
に
つ
い
て
、
明
確
な
判
断
基
準
を

早
急
に
提
示
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
漁
場
管
理
や
漁
業
者
委
員
の
公
選
制
の
廃
止
に
つ
い
て

も
、
こ
れ
ま
で
漁
業
に
携
わ
り
多
大
な
貢
献
を
し
て
き
た
漁
協
の
存
在

価
値
を
脅
か
す
も
の
で
も
あ
る
。

よ
っ
て
、
本
改
革
が
漁
業
現
場
の
実
態
を
踏
ま
え
、
十
分
な
合
意
形
成

の
も
と
進
め
ら
れ
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　
　

平
成
30
年
12
月
21
日

丸
亀
市
議
会

　

農
林
水
産
大
臣　

吉
川　
貴
盛　

殿

　

水
産
庁
長
官　
　

長
谷　

成
人　

殿

　

香
川
県
知
事　
　

浜
田　

恵
造　

殿

水
産
政
策
の
改
革
に
関
す
る
意
見
書（
抜
粋
）

「
会
計
年
度
任
用
職
員
」制
度
に
係
る
財
政
措
置
を
求
め
る
意
見
書（
抜
粋
）

水
産
政
策
の
改
革
に
関
す
る
意
見
書（
抜
粋
）

　
地
方
自
治
法
及
び
地
方
公
務
員
法
の
改
正
で
は
、
新
た
に
一
般
職
の

非
常
勤
職
員
で
あ
る
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
地
方
の
非
常
勤
職
員
に
つ
い
て
、
期
末
手
当
等
が
支
給
で
き
る

よ
う
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
雇
わ
れ
て
い
る
多
く
の
非
常
勤
職
員
が
「
会

計
年
度
任
用
職
員
」
に
変
わ
り
、
期
末
手
当
を
始
め
と
す
る
各
種
手
当

を
支
給
す
る
と
な
る
と
、
自
治
体
の
さ
ら
な
る
財
政
負
担
が
増
え
る
。

　

衆
議
院
附
帯
決
議
で
も
、「
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
適
切
な
助
言
を

行
う
と
と
も
に
、
厳
し
い
地
方
財
政
事
情
を
踏
ま
え
つ
つ
、
制
度
改
正

に
よ
り
必
要
と
な
る
財
源
の
十
分
な
確
保
に
努
め
る
こ
と
。
各
地
方
公

共
団
体
に
お
い
て
、
育
児
休
業
等
に
係
る
条
例
の
整
備
の
ほ
か
、
休
暇

制
度
の
整
備
が
確
実
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
適

切
な
助
言
を
行
う
こ
と
。」と
国
が
財
源
を
確
保
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。

　

こ
れ
以
上
の
財
政
負
担
は
地
方
財
政
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
る
こ
と

と
な
る
。
今
後
も
継
続
し
て
よ
り
良
い
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
た

め
、「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
制
度
設
計
を
審
議
す
る
う
え
で
も
、
財
源

確
保
は
お
お
き
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
趣
旨
に
よ
り
、
下
記
の
項
目
の
実
現
を
求
め
、
意
見
書
を
提

出
す
る
。

　
　
　
　

記

１
．
政
府
は
、
制
度
改
正
に
よ
り
必
要
と
な
る
財
源
の
十
分
な
財
政
措

置
を
行
う
こ
と
。

　
　

平
成
30
年
12
月
21
日

丸
亀
市
議
会

　

内
閣
総
理
大
臣　

安
倍　

晋
三　

殿

　

総
務
大
臣　
　
　

石
田　

真
敏　

殿

「
会
計
年
度
任
用
職
員
」制
度
に
係
る
財
政
措
置
を
求
め
る
意
見
書（
抜
粋
）

12
月
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見
書
を
、
そ
れ
ぞ
れ
提
出
先
に
送
付
し
ま
し
た
。



2019.2 18 No.74

意
見
書・請
願
審
査

請
願
第
４
号

「
高
す
ぎ
る
国
民
健
康
保
険
税

（
料
）を
「
協
会
け
ん
ぽ
の
保
険

料
並
み
」
に
引
き
下
げ
る
た
め

に
、『
１
兆
円
の
公
費
負
担
増
』

を
政
府
に
要
望
す
る
意
見
書
」

の
提
出
を
求
め
る
請
願

　

丸
亀
市
政
を
考
え
る
会

　
　
　

代
表
世
話
人笹

井
た
か
し

　

国
保
財
政
へ
の
公
費
負
担
を
あ
と

１
兆
円
増
や
せ
ば
国
保
税
を
引
き
下

げ
ら
れ
、
国
保
の
構
造
的
問
題
の
解

決
と
な
る
。
国
の
公
費
負
担
の
増
額

を
要
望
す
る
意
見
書
の
提
出
を
求
め

る
。

●
請
願
の
趣
旨

　

国
保
税
が
高
額
と
な
り
加
入
者
の

負
担
と
な
っ
て
い
る
状
況
は
認
識
し

て
い
る
が
、
公
費
負
担
を
１
兆
円
増

や
す
こ
と
は
財
政
面
を
考
え
る
と
現

実
的
で
は
な
い
た
め
、
不
採
択
と
す

る
。

●
議
会
の
意
見
及
び
審
査
結
果

請
願
第
５
号

「
所
得
税
法
第
56
条
の
見
直
し
」

の
意
見
書
採
択
を
求
め
る
請
願

　

香
川
県
商
工
団
体
連
合
会

　

婦
人
部
協
議
会

会
長　

﨑
田
恵
美
子

　

自
営
中
小
事
業
者
の
家
族
従
事
者

は
、
所
得
税
法
第
56
条
に
よ
り
働
き

分
を
必
要
経
費
と
認
め
ら
れ
ず
、
社

会
的
、
経
済
的
に
自
立
で
き
な
い
状

況
に
あ
る
。
家
族
従
事
者
の
権
利
を

守
る
た
め
、
同
条
の
見
直
し
を
求
め

る
意
見
書
を
国
に
提
出
す
る
こ
と
を

求
め
る
。

●
請
願
の
趣
旨

　

市
内
中
小
企
業
、
家
族
経
営
の
事

業
者
の
家
族
従
事
者
の
実
態
は
請
願

趣
旨
に
示
し
て
い
る
と
お
り
で
あ

り
、
中
小
企
業
な
ど
の
後
継
者
不
足

の
解
消
に
は
同
条
の
見
直
し
は
必
要

と
考
え
る
。
政
府
も
同
条
に
つ
い
て

は
見
直
し
の
検
討
が
必
要
と
し
て
い

る
こ
と
も
あ
り
、
採
択
と
す
る
。

●
議
会
の
意
見
及
び
審
査
結
果

請
願
審
査
結
果

　

中
小
業
者
は
、
地
域
経
済
の
担
い
手
と
し
て
、
日
本
経
済
の
発
展
に

貢
献
し
て
き
た
。
そ
の
中
小
業
者
を
支
え
て
い
る
家
族
従
事
者
の
「
働

き
分
」（
自
家
労
賃
）
は
、
税
法
上
、
所
得
税
法
第
56
条
「
配
偶
者
と
そ

の
親
族
が
事
業
に
従
事
し
た
時
、
対
価
の
支
払
い
は
必
要
経
費
に
算
入

し
な
い
」
に
よ
り
、
必
要
経
費
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。

　

事
業
主
の
所
得
か
ら
控
除
さ
れ
る
働
き
分
は
、
配
偶
者
の
場
合
は
年

間
86
万
円
、
家
族
の
場
合
は
年
間
50
万
円
で
、
家
族
従
事
者
は
こ
の
わ

ず
か
な
控
除
が
所
得
と
み
な
さ
れ
る
た
め
、
社
会
的
に
も
経
済
的
に
も

全
く
自
立
で
き
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
家
業
を
手
伝
い
た
く
て
も

手
伝
え
な
い
こ
と
が
、
後
継
者
不
足
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
。

　

税
法
上
で
は
青
色
申
告
す
れ
ば
、
給
料
を
経
費
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
同
じ
労
働
に
対
し
て
、
青
色
と
白
色
で
差
を
つ
け
る
制
度
自
体

が
矛
盾
し
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
、
世
界
の
主
要
国
で
は
「
自

家
労
賃
を
必
要
経
費
」
と
し
て
い
る
中
で
、
大
き
な
見
直
し
を
求
め
る

声
が
国
内
で
出
て
い
る
。
税
法
上
も
、
民
法
、
労
働
法
や
社
会
保
障
上

で
も
、
家
族
従
事
者
の
人
権
保
障
の
基
礎
を
作
る
た
め
に
、
所
得
税
法

第
56
条
の
見
直
し
を
す
る
よ
う
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
地
方
自
治
法
第
99
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

　
　

平
成
30
年
12
月
21
日

丸
亀
市
議
会

　

内
閣
総
理
大
臣　

安
倍　

晋
三　

殿

　

財
務
大
臣　
　
　

麻
生　

太
郎　

殿

　

法
務
大
臣　
　
　

山
下　

貴
司　

殿

所
得
税
法
第
５６
条
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見
書

所
得
税
法
第
５６
条
の
見
直
し
を
求
め
る
意
見
書

意
見
書
３
件
可
決
（
つ
づ
き
）
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特
別
委
員
会

　
12
月
定
例
会
初
日
、
行
財
政

改
革
特
別
委
員
会
の
横
田
隼
人

委
員
長
が
こ
れ
ま
で
の
委
員
会

活
動
を
報
告
し
、
こ
れ
を
も
っ

て
同
委
員
会
は
活
動
を
終
了
し

ま
し
た
。

　

報
告
の
要
旨
を
掲
載
し
ま
す
。

　　

行
財
政
改
革
特
別
委
員
会

は
、「
効
率
的
か
つ
効
果
的
な

行
政
運
営
の
確
立
」
及
び
「
財

政
基
盤
の
強
化
に
よ
る
持
続
可

能
な
体
制
の
構
築
」
を
目
指

し
、
議
会
と
し
て
も
積
極
的
に

取
り
組
む
こ
と
を
目
的
に
設
置

丸
亀
城
復
旧
復
興
特
別
委
員
会
を
設
置

さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
ま
で
の
取
り

組
み
に
よ
り
、「
事

業
内
容
の
再
検
討
」、

「
ス
ピ
ー
ド
感
を
持

っ
た
事
業
実
施
」
な

ど
、
一
定
の
成
果
が

得
ら
れ
、
ま
た
各
部

署
と
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

や
「
意
見
書
」
の
提

出
な
ど
を
通
じ
て
、

本
委
員
会
と
し
て
の

考
え
な
ど
を
理
解
い

た
だ
け
た
も
の
と
認

識
し
て
い
ま
す
。

　

本
市
を
取
り
巻
く
状
況
は
、

社
会
保
障
費
や
公
債
費
の
増
加

に
加
え
、
丸
亀
城
石
垣
修
復
や

市
庁
舎
及
び
市
民
会
館
等
の
建

設
な
ど
、
引
き
続
き
厳
し
い
財

政
状
況
が
予
想
さ
れ
て
い
ま

す
。
今
後
は
議
会
と
し
て
、
本

委
員
会
か
ら
提
出
し
た
意
見
書

の
内
容
に
つ
い
て
、
予
算
へ
の

反
映
や
事
務
事
業
の
改
善
状
況

な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
な
が
ら
、

行
財
政
改
革
を
促
進
し
て
ま
い

り
ま
す
。

　

こ
の
報
告
を
持
っ
て
、
本
委

員
会
は
役
割
を
達
成
し
た
と
判

断
し
、
終
了
と
い
た
し
ま
す
。

行財政改革特別委員会の報告行財政改革特別委員会の報告

　
石
垣
崩
落
と
い
う
未
曾
有
の
事
態
へ
機

動
的
に
対
応
す
る
た
め
、
市
議
会
に
特
別

委
員
会
を
設
置
し
ま
し
た
。

　

12
月
26
日
の
会
合
で
市
執
行
部
か
ら
、

こ
れ
ま
で
の
経
過
や
今
後
の
方
針
に
つ
い

て
詳
細
な
説
明
を
受
け
ま
し
た
。
そ
の
上

で
、
特
別
委
員
会
の
今
後
の
活
動
方
針
と

し
て
、
次
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

①
工
期
、
工
法
、
費
用
、
進
捗
状
況
に
つ

い
て
適
宜
、
市
か
ら
の
説
明
を
求
め
、

市
民
・
観
光
客
の
皆
様
へ
、
親
切
・
的

確
・
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
情
報
提
供
に
努
め

ま
す
。

②
市
民
の
皆
様
か
ら
の
ア
イ
デ
ア
、
提
案
を
承
る
ほ
か
、
現
地
の
調
査
や
視

　

察
、
識
者
の
知
見
を
活
用
し
、
市
執

　

行
部
に
適
切
な
提
言
を
行
い
ま
す
。

③
財
源
確
保
な
ど
の
面
で
市
議
会
の
立

　

場
か
ら
発
言
・
発
信
し
、
積
極
的
な

　

ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
ま
す
。

●
選
任
さ
れ
た
委
員

　
　

（
◎
委
員
長　
○
副
委
員
長
）

　

◎
内
田　

俊
英　

○
横
田　

隼
人

　
　

武
田　

孝
三　
　

東　
　

由
美

　
　

大
西　
　

浩　
　

松
永　

恭
二

　
　

松
浦　

正
武　
　

水
本　

徹
雄

※　
　
　

※

丸亀城復旧復興特別委員会

報告を行う横田行財政改革特別委員長
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も次世代へ

　
寒
い
日
が
続
き
ま
す
が
、
い

か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。

　
昨
年
11
月
の
議
会
報
告
会
で

は
常
任
委
員
会
ご
と
に
テ
ー
マ

を
決
め
て
「
意
見
交
換
会
」
を

開
催
し
ま
し
た
。
ど
の
会
場
も

学
生
を
は
じ
め
多
く
の
市
民
の

方
に
出
席
い
た
だ
き
、
実
り
あ

る
意
見
交
換
会
と
な
り
ま
し

た
。

　
表
紙
に
は
議
場
で
の
堂
々
た

る
高
校
生
の
写
真
を
掲
載
し
ま

し
た
。
記
事
本
文
で
も
、
各
会

場
の
内
容
に
加
え
て
参
加
者
の

感
想
を
掲
載
す
る
な
ど
の
工
夫

を
し
て
み
ま
し
た
が
い
か
が
で

し
ょ
う
か
。

　
さ
て
、
平
成
最
後
の
重
大
ニ

ュ
ー
ス
は
何
と
言
っ
て
も
丸
亀

城
石
垣
崩
落
で
す
。
議
会
で
も

特
別
委
員
会
を
設
置
し
、
一
致

団
結
し
て
復
旧
に
取
り
組
ん
で

ま
い
り
ま
す
。
今
後
、
議
会
だ

よ
り
で
も
報
告
を
企
画
し
ま
す

の
で
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編集委員：今年のお正月は「石垣崩落」の丸亀城
が民放テレビで放送されて、全国に知
られるところとなりましたね。

編　集　長：そうそう。お堀の「かいぼり」ね。中
高校生たちも勇ましい「胴長」姿で手
伝ってくれていた。

編集委員：あのエリアの「かいぼり」は45年ぶり
だったんですね。

編　集　長：らしいね。45年といえば、この「議会
だより」が旧丸亀市で発行されたの
も、大体45年前なのよ。

編集委員：へえ～。編集長、もう議員だったの？
編　集　長：そんなわけないでしょ。保存版を見る

と、皆さん張り切って書いている。
編集委員：「3月議会を終えて」と題して議員座談

会もやっていますね。
編　集　長：「総合会館」や「スポーツセンター」

の建設、工業用地の埋め立てなど、元
気みなぎるムードだなあ。

編集委員：ところで編集長。去年の8月、11月、
そして今号と、私たち編集委員のメン
バーは結構アクティブに「紙面改革」
をやりましたよね。

編　集　長：夏に「あきる野市」などで研修させて
もらった甲斐はあったなあ。表紙の工
夫、特集記事、そして一般質問を読み
やすくし、質問者の写真も入れた。

編集委員：「よそ行き」の顔写真より質問している
「ナマ写真を」というのも実現。

編　集　長：質問にも一段と力が入るのでは？
編集委員：もっともっと進化させたいですね。
編　集　長：そうだよ。読まれなければイミがない。こ

こから一層、市民の皆さんのアイデアを
いただこう。

編集委員：市民のお知恵がおタカラです。
編　集　長：おタカラと言えば「かいぼり」で、江

戸時代の四ツ目結紋瓦が出てきたんだ
ってね。

編集委員：その一方でドローンも見つかったそう
ですよ！

編　集　長：時代を感じるね。平成もあと数か月
だ。次の時代にふさわしい「議会だよ
り」を目指そうよ。

編集委員：紙面、内容をさらに“掘り下げ”ましょう！
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お堀の「かいぼり」に中高生も力を貸してくれました
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